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無資格者による

サービスに変わる

ことで、重度化が

心配 

現行の報酬単価を希

望する。単価の切り

下げは事業所の経営

を圧迫する 

大
幅
な
基
準
緩
和
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
面
か
ら
問
題

が
あ
る 

 
要
支
援
者
の
立
場
や
、
事
業

者
の
立
場
に
立
っ
た
改
善
を

望
む 
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来
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
「
新
総
合
事
業
」
で
は
、
無
資

格
者
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
と
と
も
に
介
護
報
酬
の

減
額
が
行
わ
れ
ま
す
。
日
本
共
産
党
は
、
利
用
者
や
事
業
者
へ

の
影
響
を
質
（
た
だ
）
し
、
要
支
援
者
の
サ
ー
ビ
ス
切
り
捨
て

と
な
ら
な
い
、
現
行
維
持
の
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
ま
し
た
。 

  

２
０
１
５
年
の
介
護
保
険
法
の

改
定
で
、
要
支
援
者
の
訪
問
及
び

通
所
介
護
は
、
介
護
給
付
か
ら
、

市
町
村
の
「
新
総
合
事
業
」
に
移

行
さ
れ
ま
す
。 

現
行
相
当
の
サ
ー
ビ
ス
と
と
も

に
緩
和
し
た
基
準
サ
ー
ビ
ス
が
導

入
さ
れ
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
基

準
や
内
容
、
報
酬
単
価
、
利
用
料

は
市
町
村
で
決
定
で
き
る
こ
と
か

ら
、
今
後
、
地
域
格
差
が
予
想
さ

れ
ま
す
。 

 

要
支
援
が
変
わ
る
「
新
総
合

事
業
（
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
）」
と
は 

   

 

 

多
く
の
要
支
援
者
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
で
重
症

化
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
ま

す
。 

 

資
格
や
基
準
の
緩
和
な
ど
専
門

性
を
問
わ
な
い
制
度
の
改
定
は
、

サ
ー
ビ
ス
低
下
に
繋
が
り
、
要
支

援
者
の
生
活
に
支
障
を
き
た
す
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

緩
和
し
た
基
準
サ
ー
ビ
ス
の
報

酬
単
価
は
、
現
行
サ
ー
ビ
ス
の
７
割

に
減
額
さ
れ
ま
す
。 

報
酬
単
価
の
切
り
下
げ
は
、
ヘ
ル

パ
ー
な
ど
の
介
護
従
事
者
の
賃

金
・
労
働
条
件
の
「
引
き
下
げ
」
に

繋
が
り
、
介
護
現
場
の
人
材
確
保
は

一
層
難
し
く
な
り
ま
す
。 

 

日
本
共
産
党
は
市
に
、
報
酬
単
価

の
決
定
権
は
市
町
村
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
減
額
で
は
な
く
現
行
単
価
を

保
障
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。 

総合事業 訪問介護（ホームヘルプ） 
 現行相当サービス 緩和した基準サービス 

内 容 
身体介護（排泄・入浴・食事
等）、生活援助（掃除・洗濯・
買物等） 

生活援助のみ 
 

提供者 資格を持った訪問介護員 無資格の雇用労働者 

基 準 予防給付の基準 人員等を緩和 

 
   総合事業 通所介護（デイサービス） 

 現行相当サービス 緩和した基準サービス 

内 容 機能訓練とレクリエレーション 機能訓練又は元気アップ体操 

提供者 通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者 

基 準 予防給付の基準 人員等を緩和 

 

報
酬
単
価
の
減
額
は
、
人
材
確

保
に
あ
え
ぐ
介
護
事
業
者
の

実
態
を
み
て
い
な
い 

 

総
合
事
業
費
に
は
「
上
限
額
」

が
設
け
ら
れ
ま
す
。
上
限
は
、
事

業
開
始
の
前
年
度
の
「
介
護
給
付

費
（
介
護
予
防
訪
問
介
護
・
介
護

予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
支

援
・
介
護
予
防
事
業
の
総
額
）」×

「
後
期
高
齢
者
数
の
伸
び
率
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

交
野
市
の
過
去
３
年
間
の
年
平

均
の
介
護
給
付
費
の
伸
び
率
は

6.6
％
で
す
が
、
後
期
高
齢
者
の
伸

び
率
は
3.8
％
と
な
っ
て
お
り
、
差

額
の
2.8
％
は
「
上
限
越
え
」
と
な

り
ま
す
。 

 
 

 

 

国
は
、
２
０
１
８
年
度
以
降
は
、

後
期
高
齢
者
の
伸
び
率
し
か
増
額

を
認
め
な
い
と
し
て
い
ま
す
。 

「
上
限
額
」
を
理
由
と
し
た
、
要

支
援
者
へ
の
現
行
相
当
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
は
抑
制
す
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 
 

 

総
合
事
業
費
の｢

上
限
額｣

を

撤
廃
し
、
国
・
市
は
必
要
な
財

政
措
置
を
行
う
べ
き
で
あ
る 

 

緩
和
し
た
基
準
サ
ー
ビ
ス
で

は
、
要
支
援
者
の
生
活
は
守
れ

ま
せ
ん 


